
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

個人懇談会の日程をご確認ください  

１２月 11 日（月）・12 日（火）・13 日（水）・14 日（木）・15 日（金）に個人懇談会

があります。10 分程度の短い懇談となりますが、学校での生活や学習への取り組みの様子、ご

家庭での様子などを話し合い、お子様の健やかな成長につながる内容にしていきたいと思いま

す。１１月２２日（水）にお子様を通してお渡ししました『個人懇談会 日時のお知らせ』をご

確認の上、学校へお越しください。 

  

国語  雪わたり 

    「図書すいせん会」をしよう 

社会  情報化した社会と産業の発展 

算数  割合 

     表を使って考えよう 

理科  ふりこの動き 

音楽  いろいろな声で音楽をつくろう 

図工  立ち上がれ！ワイヤーアート 

家庭  食べて元気！ご飯とみそ汁 

     物を生かしてすみやすく 

体育  けがの防止 

    なわとびと持久走 

外国語 Ｃhcek Your Steps 2 

道徳  家族のために 

     伝統や文化を知る 

     他国の人々を理解して 

総合  守山養護学校との交流 

 

12 月の学習予定 

酷暑の中で始まった２学期は、気がつけば冬の到来とともに終わろうとしています。子ど
もたちは、中津川野外学習や作品展等の学年行事や学校行事を通して大きく成長しました。
これも、保護者の皆さまの多大なご協力と温かい支えがあったからだと、担任だけでなく、
子どもたちも感謝の気持ちでいっぱいだと思います。 
風邪やインフルエンザが気になる季節ですが、体調管理や感染症対策をしっかりと行い

ながら、有意義な日々を送っていきたいと思います。 

 

給食費            ４,４００円 

PTA 会費（12 月分）     １１０円 

学年費               ０円 

手数料               １１円 

計                 ４,５２１円 

 

※ 引き落とし日は 12 月８日（金）です。

残高の確認をお願いします。 

 

12 月の集金 

名古屋市立小幡小学校 

第５学年 学年だより 

12月号 

令和５年 11月 30日（火） 

 



学習用タブレットの利用について 

５年生では、次のように学習用タブレット利用時のルールを設けています。 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

これらのルールは、「子どもたちの個人情報を保護する」「より効率良く学習する」ために、

５年生担任が話し合って決めたルールです。また、情報機器の取り扱いについてルールを設け

ているご家庭もあると存じ上げます。今一度、これらのルールが守られているかをご確認くだ

さい。 

繰り返しのお知らせとなりますが、次の日の時間割、持ち物、連絡等は、スクールライフノー

トに記載してありますので、ぜひ、子どもたちと一緒にご確認ください。 

守山特別支援学校との交流 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の規制が緩和され、４年ぶりに守山特別支援学校と交
流を行っています。11・12 月に小幡小学校の５年生が支援学校を訪ね、支援学校の子ど
もたちが考えた遊びをして交流します。また、来年１月には、５年生が遊びを考え、再度、
交流する機会があります。 
 11 月 20 日（月）に一足早く、２組の子どもたちが交流してきました。貴重な交流を通
して、以下の気付きがありました。（※子どもたちの振り返りから抜粋） 

 「今回、ハイタッチしかできなかった。次回は、積極的に話したり、遊んだりしたい」 
「（遊びを考える時）『分からない』、『楽しくない』を減らしたい」 
これらの前向きな意見を大切に、５年生主催の交流をよりよいものにしていきたいと思

います。 

学習用タブレット使用時のルール（５年生） 

〇 与えられた課題を終え、担任が許可した場合、使用してもよい。 

（※10 分放課及び雨天時の休み時間使用可） 

〇 調べ学習以外で検索機能を使用する場合、担任に「調べたいこと」を申し出て検

索すること。 

〇 学習用に用意された Web へのショートカット、アプリケーション以外を作成、

ダウンロードしない。 

○ 次の日の時間割、持ち物、連絡等は、スクールライフノートで確認（保護者と一

緒に）する。 


